
 

 

人 事 課 

 

議案第６７号 

港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 目  的 

 地方公務員の定年引上げに関する措置を定めた地方公務員法の一部改正に伴い、規

定を整備するほか、障害がある職員が働き続けることができる職場づくりを推進する

ため、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時

間、休日、休暇等を定めます。 

（２）職員の健康及び福祉を考慮して、必要があると認める場合には、原則の休憩時間

のほかに休憩時間を追加することができることを定めます。 

 

【イメージ図】 

 

 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

 令和５年４月１日 

（２）経過措置 

地方公務員法の一部を改正する法律の規定に基づく暫定再任用職員のうち短時

間勤務の職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして改正後の条例の

規定を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 ７時間４５分勤務 

７時間４５分勤務 

７時間４５分勤務 原 則 

追加① 

１７：１５ ８：３０ 

１８：１５ 

１８：１５ ８：３０ 

８：３０ 

休憩 
１時間 

休憩 
１時間 

休憩 
１時間 

休憩 
１時間 

休憩 
１時間 

追加② 

令和４年９月１３日 資料№１３ 
総 務 常 任 委 員 会 



港
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
） 

（
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
） 

第
二
条 

（
略
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
て
い
る
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
と
い
う
。
）
の
正
規
の
勤
務
時
間
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

休
憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間
に
つ
い
て
十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時
間
ま

で
の
範
囲
内
で
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

３ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に

規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
と
い
う
。
）
の
正
規
の
勤
務
時
間
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

休
憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間
に
つ
い
て
十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時
間
ま

で
の
範
囲
内
で
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
職
務
の
性
質
に
よ
り
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、

休
憩
時
間
を
除
き
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
三
十
八

時
間
四
十
五
分
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
当
該
育
児
短
時
間
勤

務
等
の
内
容
に
従
っ
た
時
間
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
）
と
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
を
、
特
別
区

人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
得
て
、
別
に
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
職
務
の
性
質
に
よ
り
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、

休
憩
時
間
を
除
き
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
三
十
八

時
間
四
十
五
分
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
当
該
育
児
短
時
間
勤

務
等
の
内
容
に
従
っ
た
時
間
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
前
項
の

規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
）
と
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
を
、
特
別
区
人
事
委

員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
得
て
、
別
に
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 
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（
正
規
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
） 

（
正
規
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
） 

第
三
条 

任
命
権
者
は
、
暦
日
を
単
位
と
し
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日

間
に
お
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
月
曜
日

か
ら
金
曜
日
ま
で
の
日
（
次
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

週
休
日
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内

容
に
従
い
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
正
規
の
勤
務

時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
日
に
お
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
正
規
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

任
命
権
者
は
、
暦
日
を
単
位
と
し
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日

間
に
お
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
月
曜
日

か
ら
金
曜
日
ま
で
の
日
（
次
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

週
休
日
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内

容
に
従
い
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
正
規
の
勤
務

時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
月
曜

日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
日
に
お
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
正
規
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
週
休
日
） 

（
週
休
日
） 

第
四
条 

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
正
規
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内

容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い

て
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て

は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お

い
て
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
条 

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
正
規
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内

容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い

て
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
日

曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
週

休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
務
の
性
質
に
よ
り
特
別
の
勤
務
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る

必
要
の
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
週
間
ご
と

の
期
間
に
つ
き
八
日
の
週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
八
日

２ 
任
命
権
者
は
、
職
務
の
性
質
に
よ
り
特
別
の
勤
務
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る

必
要
の
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
週
間
ご
と

の
期
間
に
つ
き
八
日
の
週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
八
日
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以
上
で
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
、
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
八
日
以
上
の
週
休
日
）
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
（
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
）
に
よ
り
、
こ
れ
に

よ
り
難
い
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
四
週
間
を
超
え
な

い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一

日
以
上
の
割
合
で
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
）
を
設

け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

以
上
で
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
、
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
八
日
以
上
の
週
休
日
）
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
）
に
よ
り
、
こ
れ
に
よ
り

難
い
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期

間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
に
あ
っ
て
は
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以

上
の
割
合
で
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
）
を
設
け
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
週
休
日
の
振
替
等
） 

（
週
休
日
の
振
替
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
日
に

つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
日
に
つ
き
七

時
間
四
十
五
分
の
正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
休
憩
時
間
） 

（
休
憩
時
間
） 

第
六
条 

（
略
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
は
、
職
務
の
性
質
に
よ
り
特
別

の
勤
務
を
命
ず
る
場
合
並
び
に
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
区
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
休
憩
時

間
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
任
命
権
者
は
、
職
務
の
性
質
に
よ
り
特
別

の
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
必
要
な
休
憩
時
間
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
年
次
有
給
休
暇
） 

（
年
次
有
給
休
暇
） 

第
十
三
条 

年
次
有
給
休
暇
は
、
一
会
計
年
度
ご
と
の
休
暇
と
し
、
そ
の
日
数
は
、

一
会
計
年
度
に
お
い
て
、
二
十
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し
二
十

日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
区
規
則
で
定
め
る
日
数
）
と
す
る
。 

第
十
三
条 

年
次
有
給
休
暇
は
、
一
会
計
年
度
ご
と
の
休
暇
と
し
、
そ
の
日
数
は
、

一
会
計
年
度
に
お
い
て
、
二
十
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し
二
十
日
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
区
規
則
で
定
め
る
日
数
）
と
す
る
。 

２
～
５ 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
育
児
休
業
に
伴
い
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
等
に
対
す
る
特
例
） 

（
育
児
休
業
に
伴
い
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
等
に
対
す
る
特
例
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
の
勤
務
時
間
、

休
日
、
休
暇
等
に
関
し
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
区
規
則
及
び

港
区
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

２ 

非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
の
勤
務
時
間
、
休
日
、

休
暇
等
に
関
し
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
区
規
則
及
び
港
区

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 
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付 

則 
 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
同
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。 
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